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11 あおばスタート補助金 まちづくり 区域
青葉区内の地域課題の解決につなが
る事業を実施する２人以上で構成さ
れ、民主的な意思決定の場のある団体

○ ○ ○ × ×

青葉区内の地域課題解決につながる継続的な取組のス
タートを支援します（これからはじめる事業又は既存の事業
の改善や見直しを行う事業）。
【補助額・率】
・初年度：30万円上限（補助対象経費の9/10上限）
・２年度：15万円上限（補助対象経費の1/2上限）

令和７年４月
○ × × × ○ 〇

https://www.city.yoko
hama.lg.jp/aoba/kuras
hi/kyodo_manabi/kyod
o_shien/aoba_start.ht
ml

青葉区地域振興課地
域力推進担当

978-2286
ao-
chiikiryoku@city
.yokohama.lg.jp

46 あおばふれあい助成金
健康・福
祉

区域

区内に活動拠点を置き、区の地域福祉
推進または障害福祉推進のために事
業を行う、市民活動団体、障害当事者
及び家族団体、特定非営利活動法人、
障害福祉サービス事業所などを運営し
ている一般・公益社団法人

× ○ ○ × ○

※新規立ち上げの受付は４月３日～12月19日

自発的で非営利な地域福祉及び、障害福祉推進事業の支
援をします。
【要援護者支援区分】
集いの場活動、家事生活支援活動、配食活動、送迎活動
【障害児者支援区分】
障害児者支援活動・当事者活動、宿泊・日帰りハイク活
動、視覚障害者・聴覚障害者支援
【福祉のまちづくり区分】
【健康増進区分】
※新規立ち上げ事業への助成区分あり

令和７年４月 ○ × × × × 〇 http://aosha.jp
青葉区社会福祉協議
会

972-8836
info-
aoba@yokohama
shakyo.jp

問合せホームページ
「地域の居場
所づくり」へ
の活用

＊各制度の内容は掲載時から変更になる可能性があります。詳細は、各制度の問合せ先までお願いします。
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